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環境保全型農業推進調査事業実施要綱

平成２３年４月１日付け２２生産第９１９６号

農林水産事務次官依命通知

第１ 趣旨

農業分野における地球温暖化防止、生物多様性保全への貢献が重要な政策課題とな

る中、温室効果ガス削減等に効果の高い営農活動の普及・拡大を図っていくことが急

務である。

こうした状況の中、平成２３年度から、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低

減する取組と一体で、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り

組む農業者に対して、国が直接支援を行う「環境保全型農業直接支払」を開始するこ

ととしており、本制度のより効果的・効率的な推進を図るため、多様な営農活動の導

入が農業経営に及ぼす影響やその環境保全効果等の調査・分析を実施するとともに、

効率的な事務手続、実施体制の確立に向けた調査・分析を実施するものとする。

第２ 事業内容

本事業で実施する事業内容は、次に掲げるとおりとする。

１ 高い環境保全効果が見込まれる多様な営農活動の導入が農業経営に及ぼす影響に関

する調査・分析

２ 高い環境保全効果が見込まれる多様な営農活動の導入による環境保全効果に関する

調査・分析

３ 効率的な事務手続、実施体制の確立に関する調査・分析

第３ 事業実施主体

本事業の事業実施主体は、農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）が別

に定める公募要領により応募した者の中から選定された者とする。

第４ 事業実施期間

本事業の事業実施期間は、平成２３年度とする。

第５ 事業実施手続

１ 事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、事業実施計画を作成し、生

産局長に提出し、承認を受けるものとする。

２ 生産局長が別に定める事業実施計画の重要な変更については、１に準じて行うもの

とする。
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第６ 助成

国は、予算の範囲内で本事業に関連して必要となる経費について、別に定めるとこ

ろにより、事業実施主体に助成するものとする。

第７ 事業実施状況の報告

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本事業の実施状況を生産局

長に報告するものとする。

第８ 事業実施結果の評価

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本事業の実施結果について

自己評価を行い、生産局長に報告するものとする。

第９ 推進指導

国は、事業実施主体に対して、本事業を円滑かつ効果的に実施するために必要な助

言及び指導を行うものとする。

第１０ 委任

本事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、生産局長が別に定め

るところによるものとする。

附則

この要綱は平成２３年４月１日から施行する。


